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山形市

新生“鶴岡市”

人口：139,529人

面積：1,311.49ｋ㎡



エコタウンエコタウン

鶴岡市における有機農業の推進鶴岡市における有機農業の推進

高まりつつある安全で質の高い食べ物を求める幅広い人々
の願いを受けとめ、有機農業を積極的に推進する

●鶴岡市有機農業推進協議会の基本方針

１．持続可能な農村社会の実現

２．環境と調和した「人と環境にやさしい農業」の推進

３．「安全･安心な食糧生産基地」の確立による「安全･安心な鶴岡ブ

ランド」づくり

４．農家と消費者が共に地域の環境保全に取り組む仕組みの構築

農業は、国土を保全し、食料を持続的に生産する国家の根本
農業は、地域資源の循環を行いながら持続的に生産を続けていく上で必須のもの



エコタウンエコタウン

有機栽培技術実証展示
・疎植稲作、除草体系、イネミズゾウムシ対策、生き物調査等

有機農産物の流通・販売の拡大
・商談交流会、ホームページの活用

有機農業に対する消費者の理解の増進
・有機農業と命の学校
・有機農産物の自給の推進（自給運動）

食育と環境教育の推進
・生き物調査の推進
・給食への地場産有機農産物の活用

市が策定する有機農業振興計画への提言と事業への協力
有機農業情報の提供（ホームページ、メール、FAX等）

鶴岡市有機農業推進協議会の取組鶴岡市有機農業推進協議会の取組

平成21年度の取組





水稲の有機栽培種子生産に
関する試作調査

(平成20年度の実績)



目 的
平成２１年３月現在の鶴岡市管内における水稲の有機

栽培実施面積は、６２ｈａとなっており、ＪＡＳ基準に適合す
る種子の確保が課題となっている。

現在、種子法に基づく採種事業では、ＪＡＳ基準に適合
する種子の生産はされていないため、県の協力をえて有
機栽培種子生産に係るＪＡＳ４条適合の水稲種子生産に
関する試作調査をおこない、種子生産事業の可能性につ
いて検討する。 （調査は平成19年度より実施）

調査実証担当者 志藤 正一 鶴岡市千原



耕種条件（平成20年度実績）
（１） 品種・面積 ：コシヒカリ・３０a
（２） 目標生産種子量 ：１，０９５ｋｇ（４ｋｇ／１０ａ換算で２７ｈａ相当）

（３） 栽培条件 ：有機農産物の日本農林規格に基づく
生産をおこなう。

（４） 栽培管理作業
ア 播種期 ：４月１２日 移植期 ：５月１５日（散播３．５葉苗）
イ 除草法 ：アイガモ放飼（５月２３日～７月５日） 手除草・機械除草 なし

畦畔草刈り ６／１２、７／２９、９／１１
エ その他管理：有機農産物の日本農林規格に基づく管理を実施。
オ 施肥・土づくり等の使用資材の１０ａ当たり使用量

 肥料・資材名 使用量 Ｎ（有機） Ｐ（有機） Ｋ（有機） 

ぼかし大王 １．８ｋｇ    

グアノ ０．３ｋｇ    

育苗期 

小 計  ０．１１ ０．１５ ０．０５ 

堆 肥 ５００ｋｇ    

ぼかし肥 １５０ｋｇ    

本田期 

小計  ２．４ １．９５ ０．２７ 

成分合計（ｋｇ）  ２．５１ ２．１ ０．３２ 

有機割合（％）  １００ １００ １００ 



調査項目

今回の調査における生産籾は販売種子仕向けでなく、有機
農業推進協議会内における栽培種子とするために、調査項
目および方法は通常の種子検査に準じた内容とした。

（１） 本田期生育調査、収量調査
（ＪＡ庄内たがわ藤島支所担当）

（２） 種子法に即した出穂期ほ場調査
（山形県庄内総合支庁農業技術普及課担当）

（３） 種子法に即した糊熟期ほ場調査
（山形県庄内総合支庁農業技術普及課担当）

（４） 種子法に即した発芽調査
（山形県庄内総合支庁農業技術普及課担当）

（５） 種子法に即した種子調査
（穀物検定協会穀物検査員担当）



調査結果

（１）８月２０日におこなった種子法に即した出穂期のほ場調査時
（庄内総合支庁農業技術普及課）のコメント
○ 種子法に即した出穂期ほ場調査の基準に対して十分クリアしている。

①ヒエ及び、いもち病の発生あるが限度以下である。
②馬鹿苗病の発生はない。
④異品種の混入はない。
⑤最終審査前にヒエ抜きをしていただくことになる。

通常の採種圃場並みのきれいな管理である。

（２）８月２９日におこなった種子法に即した登熟期ほ場調査時
（庄内総合支庁農業技術普及課）のコメント
○ 種子法に即した登熟期ほ場調査の基準に対して十分クリアしている。

①ヒエ及び、いもち病の発生は少ない
②馬鹿苗病の発生はない。
③異品種の混入はない。
④最終審査前にヒエ抜きをしており問題ない。



（３） 成熟期の生育
出穂期 

月日 

成熟期 

月日 

稈  長 

ｃｍ 

穂  長 

ｃｍ 

穂    数

本／㎡ 

８月１１日 １０月６日  ９０．１  １８．１   ４１２ 

 

（３） 収量調査結果
玄米重（ｋｇ／１０ａ） くず米重（ｋｇ／１０ａ） 

４４０ １０（Ｌ網下） 

 
（４） ８月２０日におこなった種子法に即した出穂期ほ場調査時

（庄内総合支庁農業技術普及課担当）のコメント

○ 種子法に即した出穂期ほ場調査の基準に対して十分クリアしている。

① ヒエ、いもちの発生あるが限度以下である。

②馬鹿苗病の発生は無い。

③異品種の混入はない。

④最終審査前にヒエ抜きをしていただくことになる。

通常の採種ほ並みのきれいな管理である。



（５）種子法に即した発芽調査（庄内総合支庁農業技術普及課担当）

○ コンバイン１番口籾の２．２ｍｍ目篩い以上（実測１番口粗籾の６５％）の
比重選別後の籾を、種子検査法の発芽調査基準に基づき調査した発芽
率は９７．３％であった。

置床 ７日目 ８０％
置床１４日目 ９７．３％（種子法の検査基準では９０％以上が合格）

（６）種子法に即した種子調査（穀物検定協会穀物検査員：ＪＡ庄内たがわ駐在）

○ 今回は通常の収穫乾燥作業体系における生産籾なので、正式な種子検
査とはしないで参考検査とした。
検査結果は１番口籾の２．２ｍｍ目篩い以上（実測１番口粗籾の６５％）の
比重選別後の籾で整粒８９％となり、種子検査基準の９０％以上をクリア
できなかった。

１番口粗籾を２．２ｍｍ篩い後の精籾 整粒８９％ 歩留５３．４％水分１３％



（１）有機栽培基準に即した栽培法に基づいた栽培管理をおこなった。

（２）５月１５日に移植したが、移植後の好天により活着及び初期生育は順調に

推移した。

（３）本田期間中はアイガモによる除草法としたが雑草の発生も少なく、成熟期

までいもち病等の病害虫被害も殆んど見られなかった。

（４）出穂期及び糊熟期のほ場審査は種子法に準じた方法としたが、いずれの

時期も検査基準をクリアできる内容であった。

（５）精籾の品質検査は、コンバイン１番口の乾燥機処理後籾を、更に２．２ｍｍ

目篩い選別比重選した籾でおこなったが、整粒歩合８９％で種子検査基準

に不クリアであった。

実際の種子生産では整粒９０％にあわせた比重選をおこなうため、更に整

粒歩合は向上すると見られることから合格基準をクリアできると推察される。

結果の概要と考察



（６）精籾の品質検査供試籾（整粒８９％）と同一籾を供試した発芽調査結果

では発芽率９７．３％で種子法の合格基準発芽率の９０％をクリアできた。

（７）今回は収穫籾を玄米処理した玄米収量が１０ａ当たり４７０ｋｇであったの

で、籾摺り歩合８０％換算で１０ａあたり５８８ｋｇの精籾生産量になると推

定される。

（８）今回の実証栽培において、１０ａ当たり５８８ｋｇの推定精籾生産量になっ

たことから、有機栽培水稲種子生産の製品歩留まりを６５％（機械比重選

と整粒歩合及び発芽率が９０％以上）と仮定した試算では、試作調査実

施面積３０ａの種子生産量は１，１４７ｋｇ（５８８×３×０．６５×）となり、

１０ａ当たり４ｋｇの播種量換算で２８．７ｈａ相当分の種子生産量（１，１４７

ｋｇ÷４０ｋｇ／ｈａ）になると推定される。

平成１９年及び２０年の調査結果から、有機栽培管理による精籾は種

子法基準を十分クリアできる精度であり、慣行の種子生産に比べて栽培

管理に多くの手数が掛かることから、 若干コスト高になると見られるも

のの種子生産は十分可能と考えられる



2.2mm篩による選別籾登熟期生育

登熟期の
圃場



水稲有機種子の流通を可能にするには

現在、山形県では2箇所で有機種子生産の調査を行っている。
種子としての品質は概ね確保できる。
山形県有機農業者協議会を通じて、有機種子の生産流通を県
に要望している。

問題点
主要作物種子法での圃場審査、種子センター等の能力。
慣行との同一流通の難しさ。(種子協会)

検討課題
種子としての流通ではなく、籾としての流通(表示)は可能。
県は、原種の供給と、知事による種子生産圃場の指定。
適正な生産流通のため、有機種子協会(仮称：有機農業者、行
政、第3者で構成)を設置する。

上記の課題について、山形県、自治体、有機農業者協議会で検
討中である。


